
◆ 基本診療料 
初診料（歯科）の注１に掲げる基準（歯初診）​
 ・当院では、院内感染防止対策として歯科医療機器の患者様ごとの交換、滅菌処理の徹底など
十分な院内感染防止対策を行っています。 

地域歯科診療支援病院歯科初診料（病初診）​
 当院では、院内感染予防対策に関する施設基準を満たしております。​
 ・院内感染対策に係わる指針等を策定しています。​
 ・院内感染対策に係わる職員への研修を実施しています。​
 ・お口の中で使用する歯科医療器具を、患者ごとの交換や専用の機器を用いた洗浄・滅菌処置
を徹底する等の十分な感染症対策を講じています。​
 設置機器等：オートクレーブ、消毒器、感染防止用ユニット 

歯科外来診療医療安全体制加算（外安全１）​
 ・当院では、患者様が安心・安全に歯科診療を受けられるよう、医療安全対策に関する研修を受
けた歯科医師及び医療安全管理者を配置、自動体外式除細動器（AED）を保有しています。​
 ・緊急時の対応及び医療安全について十分な体制を整備しています。 

歯科外来診療感染対策加算1（外感染1）​
 ・当院では、患者様が安心・安全に歯科診療を受けられるよう院内感染対策としての装置・器具
の設置などの取り組みを行っています。 

電子的診療情報連携体制整備加算（電子連）​
 ・オンライン資格確認等システムにより取得した診療情報（薬剤情報、特定健診情報その他必要
な情報）を活用して診療を行う体制を有しています。​
 ・マイナ保険証の利用を促進し、医療DXを通じて質の高い医療を提供できるよう取り組んでいま
す。​
 ・他の医療機関（医科・歯科・薬局等）との間で、オンライン資格確認システムを活用し、診療情
報を電子的に共有・連携できる体制を整えています。​
 ・当院では医療の透明化や患者様への情報提供を推進する観点から、領収証の発行時に、個
別の診療報酬の算定項目の分かる明細書を無料で発行しています。​
 ・明細書には使用した薬剤の名称や実施した検査の名称が記載されます。明細書の発行を希
望されない方は、会計窓口にてその旨をお申し出ください。 

 

◆ 特掲診療料 
歯科治療時医療管理料（医管）​
 ・歯科疾患の重症化予防に資する継続管理、高齢者・小児の心身の特性、口腔機能の管理及
び緊急時対応等に係る研修を全て修了しています。​
 ・地域連携を目的とした会議等に参加しています。 

在宅療養支援歯科診療所１（歯援診１）​
 ・歯科衛生士を配置しています​



 ・歯科訪問診療を規定の症例数以上おこなった実績があります​
 ・在宅医療を担う他の医療機関、薬局、訪問看護ステーション、地域包括支援センター、居宅介
護支援事業所、介護保険施設などと連携体制をとっています​
 ・お口や身体全体の機能の低下を予防するために、健康状態の管理やリハビリテーションをおこ
なっています​
 ・上記の医療を提供するために規定の研修を修了しています 

在宅療養支援歯科診療所２（歯援診２）​
 当院では訪問診療を行っております。​
 ・高齢者の在宅や社会福祉施設での療養を歯科医療面から支援するため、下記の病院や診療
所、介護・福祉関係者と連携体制を整えています。なお、当院は、訪問診療を専門とする医療機

関ではありません。 

在宅患者歯科治療時医療管理料（在歯管）​
 ・当該療養を行うにつき、十分な経験を有する常勤の歯科医師により、治療前、治療中及び治
療後における当該患者の全身状態を管理する体制が整備されてます。​
 ・歯科医師が複数名配置されている、又は歯科医師が一名以上かつ歯科衛生士若しくは看護
師が一名以上配置されています。​
 ・当該患者の全身状態の管理を行うにつき十分な装置・器具を有しています。​
 ・緊急時に円滑な対応ができるよう、別の保険医療機関との連携体制（病院である医科歯科併
設の保険医療機関にあっては、当該保険医療機関の医科診療科との連携体制）が確保されて

います。 

歯科訪問診療料の注13に規定する基準（歯訪診）​
 ・通院が困難な患者様への診療を行っています。 

口腔細菌定量検査（口菌検）​
 ・当該検査を行うにつき十分な体制が整備されています。​
 ・当該検査を行うにつき十分な機器を有しています。 

咀嚼能力検査（咀嚼能力）​
 ・歯科補綴治療に係る専門の知識及び３年以上の経験を有する歯科医師が１名以上配置され
ています。​
 ・当該保険医療機関内に咀嚼能率測定用のグルコース分析装置を備えています。 

咬合圧検査（咬合圧）​
 ・歯科補綴治療に係る専門の知識及び３年以上の経験を有する歯科医師が１名以上配置され
ています。​
 ・当該保険医療機関内に歯科用咬合力計を備えています。 

歯科口腔リハビリテーション料２（歯リハ２）​
 ・顎関節症の患者様に、顎関節治療用装置を製作し、指導や訓練を実施しています。 

手術用顕微鏡加算（手顕微加）​
 ・複雑な根管治療を行うため、手術用顕微鏡を設置しています。 

CAD／CAM冠及びCAD／CAMインレー（歯CAD）​
 ・コンピュータ支援設計・製造ユニット（CAD／CAM）を用いて歯冠やインレーを作製し、補綴治
療を行っています。 



歯科技工士連携加算１（歯技連1）​
 ・保険医療機関内に歯科技工士を配置していること又は他の歯科技工所との連携を行っていま
す。 

歯科技工士連携加算２（歯技連2）​
 ・当院は保険医療機関内の歯科技工士又は他の歯科技工所との情報通信機器を用いた連携
に当たって、厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」に準拠していま

す。 

歯根端切除手術の注３（根切顕微）​
 ・歯の根管治療で治療困難な病変があった場合には、歯科用３次元エックス線の撮影と手術用
顕微鏡を用いて手術を行います。 

歯科外来・在宅ベースアップ評価料1（歯外在べ1）​
 ・当院では、歯科医療に従事する職員の賃金の改善を行い、働きやすい職場の環境づくりに努
めています。 

医科連携訪問加算（医連訪）​
 ・当院は、歯科を設置していない病院等とあらかじめ連携体制を構築しています。病院側からの
依頼に基づき、入院患者様への歯科訪問診療を行うとともに、主治医や多職種と情報共有を行

い、入院中の口腔管理を支援する体制を整えています。 

 

◆ 連携先医療機関情報 
連携先医療機関名： 浜名病院​
 電話番号： 053-577-2333​
 連携の方法： 医局へ電話連絡 
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